
【様式１】 

平成３０年６月市議会における政策提案とその対策等 
〔議案質疑・一般質問・委員会〕 

担当課 総務部消防調整課 議員名 中山 光義 議員 

 
〔提案事項〕 

消防団員報酬等の諸手当について 
１．出動手当の見直しは来年度（平成３１年度）から実施するのか。また、団員報酬は早期の見直しで

よろしいか。 
２．団員報酬の見直しより出動手当の見直しを優先する理由について。 

 
〔現況等〕 

 消防団員報酬は、各市町村条例で定められ、また、各種災害及び訓練等に出動した際に支給される出

動報償金は、各市町によって異なっている。 
 本市の年間団員報酬は基礎団員で１１，６００円、出動報償金は出動の種別を問わず１回あたり 
１，０００円となっており、いずれも県内において低い額となっている。 
  

 
〔政策提案を受けての対策〕 

１．出動手当、団員報酬の見直し時期について 
  深浦市長就任後、各部の「重要政策案件」説明において、消防団の「団員報酬」と「出動手当」の

見直し等について協議し、事業の計画的な進歩を図るため、事業の優先順位を明確にすることとした。           
市消防団とも協議した結果、まずは災害出動時の「出動手当」の見直しを来年度から実施し、「団

員報酬」については、その後、見直す方向で、市財政当局を含め協議している状況。 
２．出動手当の見直しを団員報酬より優先する理由について 
 「出動手当」より「団員報酬」の見直し額の方が高くなると予想されるため。 

 
〔対応状況・平成３１年３月３１日現在〕 

平成３１年度当初予算で「災害手当については１，０００円から２，０００円」で承認された。 
「団員報酬」については、今後の伊万里市の財政状況等より検討する。 【完了】 

 


